
 岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年６月10日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第43号 

   岩手県事務委任及び代決専決規則の一部を改正する規則 

 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（代決） 

第８条 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に掲

げる決裁権者の区分に従い第１順位者が代決し、決裁権者及

び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が

代決する。 

（代決） 

第８条 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に掲

げる決裁権者の区分に従い第１順位者が代決し、決裁権者及

び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が

代決する。 

(１) 本庁における代決 (１) 本庁における代決 

 代決権者  代決権者 

 
決裁権者 

第１順位者 第２順位者  
決裁権者 

第１順位者 第２順位者 

  ［略］     ［略］   

 局長    局長 当該事務を担当す

る副局長 

他の副局長 

  出納指導監 当該事務を担当す

る課長又は担当課

長 

  出納指導監 当該事務を担当す

る課長又は担当課

長 

     副局長 主管の総括課長 当該事務を担当す

る課長、担当課長

又は特命課長 

 企画室長、総務

室長、政策推進

室長、地域振興

室長、産業廃棄

物不法投棄緊急

特別対策室長、

雇用対策・労働

室長又は競馬改

革推進室長 

 ［略］   企画室長、総務

室長、政策推進

室長、地域振興

室長、産業廃棄

物不法投棄緊急

特別対策室長、

雇用対策・労働

室長又は競馬改

革推進室長 

 ［略］  

 ［略］    ［略］   

(２) ［略］ (２) ［略］ 

 （部長等共通専決事項）  （部長等共通専決事項） 

第12条 本庁の部長、秘書広報室長及び局長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

第12条 本庁の部長、秘書広報室長及び局長の専決できる事項

は、次のとおりとする。 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

(３) 副部長、室長、担当技監、首席調査監、出納指導監、 (３) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、出納



部付及び局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿直勤務命 指導監、部付及び局付の超過勤務命令、休日勤務命令、宿

令及び日直勤務命令に関すること。 直勤務命令及び日直勤務命令に関すること。 

(４) 副部長、室長、担当技監、首席調査監、出納指導監、

部付及び局付の旅行命令及び復命書の受理に関すること。

(４) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、出納

指導監、部付及び局付の旅行命令及び復命書の受理に関す

ること。 

(５) 副部長、室長、担当技監、首席調査監、出納指導監、

部付及び局付の休暇その他の服務並びに総括課長、所長、

報道監及び調査監の服務に関すること。 

(５) 副部長、副局長、室長、担当技監、首席調査監、出納

指導監、部付及び局付の休暇その他の服務並びに総括課長

、所長、報道監及び調査監の服務に関すること。 

(６)～(12) ［略］ (６)～(12) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項に定めるもののほか、本庁の局長にあっては、次条

第１項及び第14条第１項に定める事項を専決することができ

る。 

３ 第１項に定めるもののほか、本庁の局長（復興局を除く。

）にあっては、次条第１項及び第14条第１項に定める事項を

専決することができる。 

 （企画室長等共通専決事項）  （企画室長等共通専決事項） 

第13条 本庁の企画室長、総務室長、政策推進室長及び担当技

監の専決できる事項は、次のとおりとする。 

第13条 本庁の副局長、企画室長、総務室長、政策推進室長及

び担当技監の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(１)～(５) ［略］ (１)～(５) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （企画室長、総務室長及び政策推進室長共通専決事項）  （副局長、企画室長、総務室長及び政策推進室長共通専決事

項） 

第14条 本庁の企画室長、総務室長及び政策推進室長の専決で

きる事項は、次のとおりとする。 

第14条 本庁の副局長、企画室長、総務室長及び政策推進室長

の専決できる事項は、次のとおりとする。 

(１) 部の事務管理、人事、予算、経理、物品管理及び財産

管理の事務に係る処理方針の決定及び実施に関すること。

(１) 部局等の事務管理、人事、予算、経理、物品管理及び

財産管理の事務に係る処理方針の決定及び実施に関するこ

と。 

(２)～(17) ［略］ (２)～(17) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（主管室課及び出納局の管理課長共通専決事項） （主管室課及び出納局の管理課長等共通専決事項） 

第18条 主管室課及び出納局の管理課長は、次に掲げる事項を

専決することができる。 

第18条 主管室課及び出納局の管理課長（復興局にあっては、

総務課総括課長）は、次に掲げる事項を専決することができ

る。 

(１)～(23) ［略］ (１)～(23) ［略］ 

 （環境生活部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事

項） 

 （環境生活部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専決事

項） 

第23条 ［略］ 第23条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 資源循環推進課の分掌事務について、総括課長及び担当課

長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

３ 資源循環推進課の分掌事務について、総括課長、課長及び

担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

総括課長専決事項 総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

 (３) 産業廃棄物処理業に関すること。 



 (４) 産業廃棄物処理業者育成センターの業務に関すること

  。 

 (５) 県外産業廃棄物の搬入事前協議に関すること。 

 (６) 公共関与による廃棄物処理施設に関すること。 

廃棄物対策担当課長専決事項  

(１) 産業廃棄物処理業に関すること。  

(２) 産業廃棄物処理業者育成センターの業務に関すること

 。 

 

(３) 県外産業廃棄物の搬入事前協議に関すること。  

(４) 公共関与による廃棄物処理施設に関すること。  

資源循環担当課長専決事項 資源循環担当課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

 災害廃棄物対策課長専決事項 

 (１) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波（以下「東日

本大震災津波」という。）により発生した災害廃棄物の処

理に関すること。 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

 （保健福祉部の部長、総括課長、課長及び担当課長の専決事

項） 

 （保健福祉部の部長、総括課長、課長及び担当課長の専決事

項） 

第24条 ［略］ 第24条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

４ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

 総括課長専決事項  総括課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ (１)～(４) ［略］ 

 (５) 災害救助業務従事の指示に関すること。  (５) 災害救助業務従事の指示に関すること（他課等の主管

に属するものを除く。）。 

(６) 災害救助物資の収用等に関すること。 (６) 災害救助物資の収用等に関すること（他課等の主管に

属するものを除く。）。 

(７)～(13) ［略］ (７)～(13) ［略］ 

 生活福祉担当課長専決事項  生活福祉担当課長専決事項 

(１) 災害救助物資の収用等のための立入検査に関すること

 。 

(１) 災害救助物資の収用等のための立入検査に関すること

（他課等の主管に属するものを除く。）。 

(２) 災害救助物資の保管者からの報告徴収及び当該災害救

助物資の保管場所への立入検査に関すること。 

(２) 災害救助物資の保管者からの報告徴収及び当該災害救

助物資の保管場所への立入検査に関すること（他課等の主

管に属するものを除く。）。 

(３)～(15) ［略］ (３)～(15) ［略］ 

［略］  ［略］ 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

 （商工労働観光部の室長、総括課長、課長及び担当課長の専  （商工労働観光部の室長、総括課長、特命参事、課長及び担

決事項） 当課長の専決事項） 



第25条 商工企画室の分掌事務について、課長の専決できる事

項は、次のとおりとする。 

第25条 商工企画室の分掌事務について、特命参事及び課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

 管理課長専決事項  管理課長専決事項 

(１)～(９) ［略］ (１)～(９) ［略］ 

   特命参事専決事項 

 (１) 東日本大震災津波により被害を受けた企業の再建の支

援に関すること（他課等の主管に属するものを除く。）。

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 （県土整備部の室長、総括課長、課長、担当課長及び特命課

長の専決事項） 

 （県土整備部の室長、総括課長、課長、担当課長及び特命課

長の専決事項） 

第27条 ［略］ 第27条 ［略］ 

  （復興局の総括課長、課長、担当課長及び特命課長の専決事

項） 

 第27条の２ 総務課の分掌事務について、総括課長の専決でき

る事項は、次のとおりとする。 

 (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る広報及

び県民運動に関すること。 

 (２) 他の都道府県の職員の受入れに関すること（他課等の

主管に属するものを除く。）。 

 ２ 企画課の分掌事務について、総括課長及び課長の専決でき

 る事項は、次のとおりとする。 

  総括課長専決事項 

 (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る施策の

総合的な企画及び調整に関すること。 

  計画課長専決事項 

 (１) 東日本大震災津波による災害からの復興に係る計画の

進行管理に関すること。 

 ３ まちづくり再生課の分掌事務について、総括課長の専決で

きる事項は、次のとおりとする。 

 (１) 東日本大震災津波の被災地におけるまちづくりに関す

る企画及び調整に関すること（他課等の主管に属するもの

を除く。）。 

 ４ 産業再生課の分掌事務について、総括課長の専決できる事

 項は、次のとおりとする。 

 (１) 農林水産業の復興に係る施策の企画及び調整に関する

こと（他課等の主管に属するものを除く。）。 

 (２) ものづくり産業、観光産業等の復興に係る施策の企画

及び調整に関すること（他課等の主管に属するものを除く

。）。 

 ５ 生活再建課の分掌事務について、総括課長、課長、担当課

 長及び特命課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 



  総括課長専決事項 

  (１) 東日本大震災津波に係る災害救助業務従事の指示に関

すること。 

 (２) 東日本大震災津波に係る災害救助物資の収用等に関す

ること。 

  被災者支援課長 

 (１) 東日本大震災津波の被災者の生活再建の支援に関する

こと（他課等の主管に属するものを除く。）。 

  再建資金担当課長 

 (１) 東日本大震災津波に係る災害救助物資の収用等のため

の立入検査に関すること。 

 (２) 東日本大震災津波に係る災害救助物資の保管者からの

報告徴収及び当該災害救助物資の保管場所への立入検査に

関すること。 

  特命課長専決事項 

 (１) 東日本大震災津波の被災者の生活再建に関する相談に

関すること。 

 （経営企画部長等専決事項）  （経営企画部長等専決事項） 

第33条 広域振興局の経営企画部長及び総務部長並びに経営企

画部地域振興センター所長及び総務部総務センター所長の専

決できる事項は、次の表に掲げる事務（同表の「専決権者」

欄に○印のある事務に限る。）とする。 

第33条 広域振興局の経営企画部長及び総務部長並びに経営企

画部地域振興センター所長及び総務部総務センター所長の専

決できる事項は、次の表に掲げる事務（同表の「専決権者」

欄に○印のある事務に限る。）とする。 

 専決権者 専決権者 

 

事 務 
経営

企画

部長 

総務

部長 

経営

企画

部地

域振

興セ

ンタ

ー所

長 

総務

部総

務セ

ンタ

ー所

長 

備 考 事 務 
経営

企画

部長

総務

部長 

経営

企画

部地

域振

興セ

ンタ

ー所

長 

総務

部総

務セ

ンタ

ー所

長 

備 考 

  ［略］  ［略］ 

 ２ 一般旅券の交付

並びに失効旅券へ

の消印及び還付に

関すること。 

  ○  宮古地域

振興センタ

ー所長に限

る。 

２ 一般旅券の交付

並びに失効旅券へ

の消印及び還付に

関すること。 

○    沿岸広域

振興局経営

企画部長に

限る。 

  ［略］  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

   附 則    附 則 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 



４ 第12条第１項各号に定めるもののほか、本庁の県土整備部

長にあっては、次に掲げる事項を専決することができる。 

４ 第12条第１項各号に定めるもののほか、本庁の県土整備部

長にあっては、次に掲げる事項を専決することができる。 

 (１) 平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により著しい

被害を受けた者の生活再建の支援を目的とした１件の予定

又は見積りの価格7,000万円以上の応急仮設住宅の取得に

関すること（緊急に行う場合に限る。）。 

 (１) 東日本大震災津波により著しい被害を受けた者の生活

再建の支援を目的とした１件の予定又は見積りの価格

7,000万円以上の応急仮設住宅の取得に関すること（緊急に

行う場合に限る。）。 

別表第４ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長

及び保健福祉環境部長等専決事項（第５条、第30条、第35条

関係） 

別表第４ 広域振興局長委任事項並びに当該事項に係る副局長

及び保健福祉環境部長等専決事項（第５条、第30条、第35条

関係） 

 専決権者 専決権者 

 

事 務 条 項 内 容 
副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長

備 考 事 務 条 項 内 容 
副

局

長 

部

長 

部

に

置

く

室

の

長 

セ

ン

タ

ー

所

長

備 考

  ［略］  ［略］ 

 第６条

第１項

及び第

２項 

第６条

第１項

から第

３項ま

で 

 

58 心身障害者

扶養共済制度

条例施行規則

（昭和45年岩

手県規則第43

号）の施行に

関する事務 

第６条

第３項 

 ［略］ 58 心身障害者

扶養共済制度

条例施行規則

（昭和45年岩

手県規則第43

号）の施行に

関する事務 

第６条

第４項

 ［略］ 

  ［略］  ［略］ 

 ［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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